
 

豊中市ＰＴＡ連合協議会 

安全互助制度のてびき 

豊中市ＰＴＡ連合協議会 

  



 

 

 

 

 ＰＴＡは、保護者と教職員が“子どもの健全な成長を図る”ことを目的に結成さ

れ、学校および家庭における教育に関する理解を深め、その教育の振興に努める活動

を行う社会教育関係団体です。 

 その活動は、子どもの校外における生活の指導、地域における教育環境の改善、充

実を図るため、あらゆる分野にわたりＰＴＡ会員相互の学習やその他必要な活動を幅

広く展開しています。 

 豊中市ＰＴＡ連合協議会では、単位ＰＴＡ活動および連合協議会活動をより活発に

推進し、あわせて会員相互の福祉増進を図ることを目的に、昭和 52 年（1977 年）４

月に安全互助制度を設け運用をスタートしました。 

 ＰＴＡが企画、立案し主催する学習活動および実践活動において、会員およびその

子ども、指導者等が参加中もしくは参加するための経路における不慮の事故や賠償に

関わる事故の発生に備え、補償制度と見舞金制度を設けています。 

 皆様方のご協力により、今後ともより一層の制度の充実に努め、ＰＴＡ本来の目的

が達成されるための一助になればと願っています。 

 今後とも、本制度に対するご理解とお力添えをいただきますようよろしくお願いし

ます。 

豊中市ＰＴＡ連合協議会 
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安全互助制度の目的とその仕組み 

１．豊中市ＰＴＡ連合協議会の安全互助制度（以下「安全互助制度」という。）は、Ｐ

ＴＡ活動で不慮の事故にあい、ケガや死亡した場合に、保険金や見舞金を給付し、

もってＰＴＡ活動をより活発にし、あわせて会員相互の福祉増進をはかることを目

的につくられた制度です。 

この制度に該当する事故が起こった場合には、加入している損害保険会社の「補

償制度」から被災者に対して補償金が、また、「見舞金制度」から被災者に対して見

舞金が給付されるという仕組みになっています。 

「補償制度」の中には、ケガや死亡に対して補償金を給付する「傷害補償」と、行

事等の実施の際に、その管理・運営上の不備が原因で起こった事故に対して、主催

者または共催者である単位ＰＴＡまたはＰＴＡ連合協議会が、法律上の賠償責任を

負う場合の「賠償補償」があります。 

２．この制度への加入は、単位ＰＴＡごとになっています。 

３．加入に伴う負担金は、（5 月１日現在の家庭数＋教職員数）×６３円（年間）で

す。負担金は、補償制度による給付を受けるための保険会社への掛金と、安全互助

制度の見舞金等に充当されます。 

４．補償の期間は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとなります。 

 
  

安全互助制度 

補 償 制 度 

 

見舞金制度 

（連Ｐからの見舞金） 

傷害補償 

賠償補償 
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補 償 制 度 

１．傷 害 補 償 

 単位ＰＴＡ、ＰＴＡ連合協議会が主催・共催するＰＴＡ行事に参加中（行事に参加するための

所定の場所と自宅との通常の経路の往復中を含む）、ＰＴＡ会員（同居親族含む）、児童・生徒、

活動の指導にあたる指導員その他役員会で認める者などがケガをした時、補償します。 

※①ＰＴＡ行事に参加中とは、ＰＴＡの指揮監督および指導下をいいます。 

②ＰＴＡ行事とは、日本国内においてＰＴＡが企画・立案し主催・共催する行事で、ＰＴＡ

総会、運営委員会などＰＴＡ会則（名称の如何を問わない）に基づく手続きを経て、決定

されたものをいいます。 

（１）補償される傷害事故例 

 ＰＴＡ行事に参加中「急激」かつ「偶然」な「外来」の身体上の事故が対象になります。 

①バレーボール大会（当日および参加のための練習中）でケガをした。 

②学校の運動会でＰＴＡが参加する演目があり、そこで保護者がケガをした。（保護者のみ） 

③ＰＴＡが調理した弁当を食べた会員が食中毒になった。 

④ハイキングで誤って岩場から転落し死亡した。 

（２）補償されない傷害事故例 

①児童・生徒のクラブ活動あるいは同好会活動（こども会等）に関する傷害 

②独立行政法人日本スポーツ振興センターから給付される児童・生徒の傷害（運動会等） 

③教職員の公務中の災害 

④故意に起こした傷害 

⑤自殺、犯罪行為による傷害 

⑥疾病（流産、脳疾患、心不全、心筋硬塞など）による傷害、死亡 

⑦むちうち、または腰痛で他覚症状のないもの 

⑧熱中症 

⑨豊中市立小学校夏期休業中プール開放事業（全国市長会市民総合賠償補償保険適用）に関す

るもの 

（３）補償の内容 

 １名につき 死   亡  １２０万円 

         後 遺 症  １２０万円（上限） 

         傷害補償金  （治療日 １日につき） 

                通院 １，０００円（ ９０日限度） 

                入院 １，５００円（１８０日限度） 

※ 傷害第１日目（通院または入院の初日）から支払い。 

ただし、いかなる場合においても事故の日より１８０

日をもって限度とします。 
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２．賠 償 補 償 

 単位ＰＴＡまたはＰＴＡ連合協議会が主催・共催する行事において、その管理・運営上の過失

により、ＰＴＡ会員、児童・生徒あるいは第三者に損害を与えることによりＰＴＡが法律上の賠

償を負うとき、被る損害（損害賠償金、裁判費用等）を補償します。 

〔説 明〕 

 行事に主催・共催するＰＴＡ側に過失があり、その過失が原因で事故が発生した場合、ＰＴＡ

は被害者から訴訟されると否とにかかわらず、法律上損害賠償の責任を負うことになります。こ

の損害賠償責任に対する補償をするのがこの制度です。 

 なお、法律上の賠償責任といっても、過失の軽重、あるいは過失相殺等が補償額に影響するた

め、問題の解決に当っていろいろ難しい点もあります。特にＰＴＡの賠償例については、活発な

活動にもかかわらず、これまで際立った判決例もないため、例えば、自動車事故のように事例を

整理して説明するのは困難です。 

 従って、賠償事故が発生した場合、必要に応じ「事故処理委員会」を設置することにより、公

正を期します。 

 なお、補償請求にあたっては、物損の場合のみ、後日証拠書類として写真をご提出いただくこ

とになります。 

（１）補償される賠償例 

①ＰＴＡ主催のハイキングで、責任者が監視を怠ったことにより児童が転落死した。 

②ＰＴＡ主催の講演会で、誘導ミスにより群衆が将棋倒しとなり多数が負傷した。 

③ＰＴＡ主催の花火大会で、花火が爆発し観客にケガをさせた。 

（２）補償されない事故例 

①児童・生徒のクラブ活動、あるいは同好会活動（こども会など）に関する事故 

②単位ＰＴＡ会長、連合協議会長が被った事故。ただし、傷害補償金は支払われます。 

③独立行政法人日本スポーツ振興センターから給付される児童・生徒の傷害（運動会等） 

④教職員の公務中の災害 

⑤故意に起こした事故 

⑥自動車による事故 

⑦食中毒による事故 

⑧地震、噴火、津波による事故 

（３）補償の内容（支払い限度額） 

〈身体〉 

  １名につき ２，０００万円（限度）、１事故につき １億円（限度） 

〈財物〉  

  １事故につき １０万円（限度） 

  ※免責 １，０００円 
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見 舞 金 制 度 

 ＰＴＡ会員、児童・生徒ならびに活動の指導にあたる指導員その他役員会で認める者が、 

ＰＴＡ活動中（ＰＴＡが主催・共催する行事、及び行事等に参加するための所定の場所と自

宅との通常の経路の往復中を含む）にケガをした時、またはそのケガが原因で死亡した時、

見舞金を給付します。 

■見舞金の対象と給付額（１事故につき） 

①入院 
 

１０,０００円 

②手術 

公的医療保険制度における

医科診療報酬点数表に、手

数料の算定対象として列挙

されている手術 

１０,０００円 

③通院 
保険適用患者負担額が 

１０,０００円以上の場合 
３,０００円 

④死亡および後遺症 

（1〜3等級） 

 

５０,０００円 

  

注 1.…後遺症（1〜3 等級）とは、自動車損害賠償保障法施行令別表第一及び第二に規定す

る等級をいう。 

注 2.… 手術とは、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手数料の算定対象と

して列挙されている手術をいう。（対象外：創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン 

（感染、壊死組織を除去し創を清浄化することで他の組織への影響を防ぐ外科処置）、

骨又は関節の非観血的（粘膜や皮膚を切開せずに行う治療行為）又は徒手的な整復

術・整復固定術（手を用いて関節の脱臼や骨折を治す方法）及び授動術（関節を動く

ようにする手術の総称）、抜歯手術） 

注 3.…番号①と③が重複した場合は、①の金額を支給するものとする。 
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事故が発生した場合の手続き 

提出書類  
 ＰＴＡが主催および共催する行事で事故が起き、医療機関等で手当てを受けた場合は、事

務局に連絡するとともに次の書類を提出してください。 

【傷害事故（ケガ、死亡）の場合】 

  傷害事故報告書（災害給付申込書） 

 入院の有無・手術の有無等、必要事項を記入のうえ、ＰＴＡ会長の印を押して、学校

を通じて豊中市ＰＴＡ連合協議会事務局（教育委員会事務局社会教育課内）まで、学校

連絡便か郵送、持参にて提出してください。 

（傷害事故報告書様式 ⇒ ９ページか豊中市ＰＴＡ連合協議会ホームページ） 

〈 傷 害 補 償 〉 

  保険会社が必要とする書類 

 補償金として保険会社から通院日数１日につき１,０００円（入院の場合１日につき

１,５００円）の保険金が支払われます。保険会社から被災者あてに保険金請求書類が送

られます。必要事項を記入し、保険会社に返送してください。 

  名簿または在学証明書 

 保険金の請求にＰＴＡ会員の子の在籍する在学証明書が必要です。在学証明書を事務

局に送付するよう、学校に依頼してください。 

〈 見 舞 金 〉 

  領収書 

 保険適用患者負担額１０，０００円以上の場合、領収書（写し）が必要です。 

【賠償事故の場合】 
 ①賠償事故報告書 

 賠償事故の場合は、まず事務局に連絡してください。 

 また、賠償事故報告書に必要事項を記入し、ＰＴＡ会長押印のうえ事務局まで送付し

てください。 

（賠償事故報告書様式 ⇒ 11ページか豊中市ＰＴＡ連合協議会ホームページ） 
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見舞金、補償金の支払い 

 ①補償金 

 委託損害保険機関が補償金を決定し、被災者個人の銀行口座に振り込みます。 

 ②見舞金 

 必要書類受領後、事務局より給付要件を確認し被災者個人の銀行口座に振込みます。 

 ③賠償事故 

 事故の内容に応じて、別途事故処理委員会（豊中市ＰＴＡ連合協議会役員、当該単位

ＰＴＡ会長、損害保険会社で構成し、必要に応じて第三者を加える）をその都度設置

し、責任の有無および被災者への補償金額等を決定し、委託損害保険機関が被災者個人

の銀行口座に振り込みます。 

書類提出先 

  豊中市ＰＴＡ連合協議会事務局（豊中市教育委員会事務局 社会教育課内） 

  〒561−8501 豊中市中桜塚３−１−１ 電話（０６）６８５８−２５８２ 

※補償制度に関する事務取扱いは、下記の機関が行います。 

委託損害保険会社 

損害保険ジャパン株式会社 

委託事務取扱代理店 

損保ジャパンパートナーズ株式会社 大阪支店  

茶圓 誠（ちゃえん まこと） 

〒541−0048 … 大阪府大阪市中央区瓦４−１−２ 

損保ジャパン大阪ビル 10階 

TEL：０６−６２１０−２８５２  FAX：０６−６２１０−２８５３ 

E-mail：m.chaen@sjpt.co.jp 

※本制度に関して不明な点がありましたら、見舞金制度については豊中市ＰＴＡ連合協議会

事務局、補償制度（傷害補償・賠償補償）については上記事務取扱代理店にお問い合わせ

ください。 
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【保険金（通院費・入院費等）・見舞金の給付内容と手続きに必要な書類】 
制度の分類 保険金 [ 傷害補償制度 ] 見舞金 [ 見舞金制度 ] 

対象となる 

傷害の範囲 

通院治療日数１日以上のケガ 

死亡 

①入院 

②手術 公的医療保険制度における医

科診療報酬点数表に、手数料の算定対

象として列挙されている手術 

③通院 保険適用患者負担 

10,000 円以上の場合対象 

④死亡および後遺症（1～3 等級） 

補償（見舞） 

金額 

死 亡 120 万円 

後遺症 120 万円まで 

傷 害 通院 1,000 円×通院日数 

（ 90 日まで） 

入院 1,500 円×入院日数 

（180 日まで） 

（1 事故につき） 

①入院 10,000 円 

②手術 10,000 円 

③通院  3,000 円 

④死亡および後遺症（1～3 等級） 

50,000 円 

 ※①、③が重複する場合①の金額 

必 要 書 類 

傷害事故報告書（災害給付申込書） 

※ケガをして医療機関にかかったときは、事故報告書を提出してください。 

○ ＰＴＡ会員の子の在学証明書 

（学校が事務局に提出） 

○ 保険会社が必要とする書類 

（自宅に直接郵送されます。 

 提出先は下記と異なります。） 

○領収証または内容を証明するものの写し 

提   出   先 

豊中市ＰＴＡ連合協議会事務局 

〒561-8501 豊中市中桜塚３－１－１ 

豊中市教育委員会事務局 社会教育課 社会教育係内 

（豊中市役所 第一庁舎 ６階） 

 

TEL：０６－６８５８－2582  FAX：０６－６８４６－９６４９ 

 

   

〈請求手続手順〉 

 

※1 領収書は通院（保険適用患者負担額の合計が 10,000円以上対象）の場合、ＰＴＡ代議員を通じて事務局までご提出ください 
※2 事故報告書は、手術、入院の有無を記載のうえ、在学証明書と合わせてＰＴＡ代議員を通じて事務局までご提出ください 

 

PTA行事 

見舞金 

事故報告書※2  事故報告書等 

領収書※1 

通院 

在学証明書 請求 

交付 保険金 

口座振替依頼書 
（見舞金対象の場合） 

事故報告書 
保険会社 

必要書類 （保険会社から被災者へ郵送） 

連
Ｐ
事
務
局 

被
災
者 

被
災
者 

事故発生 

医療機関 

PTA 

学校 

提出 
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記入例 

（様式第 1号） 

傷害事故報告書 
（災害支給申込書） 

  年   月   日 

豊中市ＰＴＡ連合協議会 

生活安全委員長 様
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（様式第 1号） 

傷害事故報告書 
（災害支給申込書） 

  年   月   日 

豊中市ＰＴＡ連合協議会 

生活安全委員長 様 

単位ＰＴＡ名     

会長名       印 

下記のとおり事故が発生いたしましたので、報告します。  

記 

事故が起こった時の

事 業 名 
 

被 災 者  

名
ふり

 前
がな

 

1．会員 2．児童・生徒 3．同居の親族 4．指導員 

住所            TEL(携帯)   －    －  

TEL(固定)   －    － 

FAX      － 

事 故 月 日   年   月   日（     ）午前・午後   時  分 

事 故 場 所 

（具体的に） 

   

事 故 状 況 

（詳細に） 

   

   

   

   

 

 

 

 

私は、見舞金支給事務局（教育委員会事務局 社会教育課）が見舞金支給事務に活用する必要

がある場合は、補償制度委託事務取扱代理店から、私（子）の治療等の情報の提供を受けること

を承諾します。 

被災者または保護者名                  ㊞ 

※代議員は、被災者または保護者に「入院の有無」「手術実施の有無」を確認いただき、上記をご記入ください。 

※通院（保険適用患者負担額 10,000 円以上）の場合は、治療機関の領収書（写し）を添付いただくとともに、

被災者または保護者に裏面もご記入してもらって、ご提出ください 

入院の有無 有 ・ 無 手術実施の有無 有 ・ 無 
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豊中市ＰＴＡ安全互助制度見舞金等 

口座振替依頼書 

 

  年  月  日 

豊中市ＰＴＡ連合協議会 

生活安全委員長 様 

 

住   所                         

被災者または保護者名                  ㊞ 

 

 見舞金等の支給については、下記口座への口座振替を依頼します。 

 

（注） 上記お名前と下記口座名義は、同じ人をご記入ください。 

 

記 

 

振込先金融機関 
        銀行・信用組合・農協 

        信用金庫・労働金庫          支店 

種  別 普通預金    ・   当座預金 

口 座 番 号 
       

フ リ ガ ナ  

口 座 名 義 
 

  

 

  

※入院、手術、通院（保険適用患者負担額 10,000 円以上）の場合ご記入ください。 
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（様式第 2 号） 

賠償事故報告書 

  年   月   日   

豊中市ＰＴＡ連合協議会 

生活安全委員長 様 

単位ＰＴＡ名     

会長名       印 

下記のとおり事故が発生いたしましたので、報告します。  

記 

事故が起こった際の

事 業 名 
 

事  故  月  日 年   月   日 

事  故  場  所 

 

事  故  状  況 

 

賠 償 の 相 手 
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豊中市ＰＴＡ連合協議会安全互助制度規則 

（目的） 

第１条 本制度は、豊中市ＰＴＡ連合協議会（以下、連合協議会）に所属する小・中学校のＰＴ

Ａ（以下「単位ＰＴＡ」と呼ぶ）会員及び会員の子である児童・生徒及び同居する親族な

どが、ＰＴＡ活動及びＰＴＡが共催、後援する事業に参加中、若しくは参加に伴う過程中

に障害を被った時又は死亡した時、保険制度に加入することにより、傷害補償と賠償補償

を行うとともに、傷害見舞金等の支給を行い、もって、単位ＰＴＡの活動及び連合協議会

の活動をより活発に推進することを目的とする。 

（対象） 

第２条 本制度の対象は、連合協議会を構成する単位ＰＴＡの会員及び会員の子である児童・生

徒及び同居する親族などとする。 

２ 単位ＰＴＡは、毎年６月末日までに加入の手続きをしたときは、４月１日にさかのぼっ

てその資格を取得する。 

（負担金） 

第３条 本制度の負担金は単位ＰＴＡが連合協議会に納入するものとし、納入の期限は毎年７月

末日までとする。 

２ 既納の負担金は返還しない。 

３ 負担金の額は年額とし、毎年５月１日時点の各校在籍児童・生徒の世帯数と教職員数に

６３円を乗じた金額とする。 

（見舞金等） 

第４条 傷害の見舞金等の種類は次のとおりとする。 

（１）入院見舞金 

（２）手術見舞金 

（３）通院見舞金 

（４）後遺傷害見舞金 

（５）死亡弔慰金 

２ 見舞金等は、会員及び会員の子である児童・生徒及び同居する親族など（以下「対象

者」という）が、死亡又は傷害のため医師の治療を要した場合に、会員、葬祭を行った者

等に対し、別表第１号の定めるところにより支給する。 

３ 前項の規定による見舞金等は、他の社会保険、連合協議会が加入する保険制度及び医療

保険加入の有無と関係なく支給する。 

（報告及び支給） 

第５条 本制度が適用される事故が発生したときは、単位ＰＴＡ会長は速やかに所定の傷害事故

報告書（災害給付申込書）により、連合協議会生活安全委員長に報告しなければならな

い。ただし、報告による制度適用の期限は事故発生より１年以内とする。 

２ 前項の規定による報告を行う場合、必要に応じ、治療機関の領収書または内容を証明する

ものの写しを添えるものとする。 
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３ 連合協議会生活安全委員長は、前２項の規定により報告があった時は、別表第１号に基づ

き支給額を決定し、事故の被災者に通知するものとする。 

４ 見舞金等の支給は被災者に対して行う。 

（基金の設置） 

第６条 予期せぬ大規模な事故による見舞金等の支出に備える等、連合協議会会計とは別に基金

を設置する。 

２ 基金の額は２００万円を目途とする。 

（基金の運用） 

第７条 基金から生ずる収益は、基金に編入するものとする。 

２ 基金の運用は、連合協議会役員会で決定し、必要な額を連合協議会会計に繰り入れるもの

とする。 

３ 前項の規定以外に、事業年度ごとに連合協議会会計の決算に上過不足が生じた場合、役員

会の決定により、基金でもって調整することができる。 

４ 前項及び前前項において基金を運用した場合は、連合協議会総会において報告しなければ

ならない。 

（事業年度） 

第８条 本制度の事業年度は１年とし、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（その他） 

第９条 本規則は、連合協議会役員会において議決するものとする。 

第１０条 本規則に定めるもの以外の運営については、連合協議会生活安全委員長が連合協議会

役員会にはかり定める。 

第１１条 本規則は、平成３１年 ４月 １日から実施し、本規則設置以前の事故は従前の例に

よる。 

別表第１号 

（見舞金等支給表） 

番

号 

見舞金等支給の 

対象となる範囲 

見舞金等 

支給金額 

① 入院の場合 
10,000

円 

② 手術実施の場合 
10,000

円 

③ 

通院の場合（保険適用患

者 

負担額 10,000 円以上） 

 3,000

円 

④ 
死亡、後遺症（1～3等

級） 

50,000

円 



- 14 - 

 

 注１．後遺症（1～3等級）とは、自動車損害賠償保障法施行令別表第一及び第二に規定する等

級をいう。 

注２.手術とは、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手数料の算定対象として列

挙されている手術をいう。（対象外：創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン（感染、壊死

組織を除去し創を清浄化することで他の組織への影響を防ぐ外科処置）、骨又は関節の非観

血的（粘膜や皮膚を切開せずに行う治療行為）又は徒手的な整復術・整復固定術（手を用い

て関節の脱臼や骨折を治す方法）及び授動術（関節を動くようにする手術の総称）、抜歯手

術） 

注３.番号①と③が重複した場合は、①の金額を支給するものとする。 

 

附 則 

平成３１年 ４月 １日制定 

 

参 考 

基金について 

不測の事態に備えるため、年度繰越金の一部を積み立てていましたが、平成 15年

度の総会で会則を改正して基金を設置し、その目的と運用について明らかにしま

した。 



 

安全互助制度周知イラスト（広報誌に入れていただくなどご活用ください） 
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